
　

６
月
４
日
、
学
校
応
援
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
の
関
根　

義
さ
ん
（
御

堂
）
の
田
に
お
い
て
、
東
・
西
小
学

校
５
年
生
の
児
童
31
人
が
田
植
え
を

行
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
教
育
委
員
会
で
行
っ
て
い

る
み
ど
り
の
学
校
フ
ァ
ー
ム
の
取
組

で
、
児
童
・
生
徒
が
農
業
体
験
活
動

を
通
じ
て
、
生
命
や
自
然
、
環
境
や

食
物
な
ど
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、

情
操
や
生
き
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ

と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
す
。

　

子
ど
も
た
ち
は
、
歓
声
を
あ
げ
、

楽
し
み
な
が
ら
苗
を
丁
寧
に
植
え
付

け
ま
し
た
。
ま
た
、
当
日
は
御
堂
地

区
の
方
々
に
ご
指
導
、
ご
協
力
い
た

だ
い
た
お
か
げ
で
、
ス
ム
ー
ズ
に
田

植
え
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

…
学
校
フ
ァ
ー
ム
…

田
植
え
を
行
い
ま
し
た

　３連覇達成！！
　　　　　　　安戸クラブヒーローズ
　恒例になった「お父さんの甲子園」が、５月２９日・３０日の両日、

長野県上田市を中心会場に開催されました。

　安戸クラブヒーローズは３年連続優勝を目指し、三重県、長野県、

埼玉県チームと戦い、次々と勝ち進み、見事３連覇達成しました。ア

ルプスの山々に雪が残るすばらしい景色の中、選手は年齢を感じさせ

ないプレーを発揮しました。

　同クラブ監督の根岸敏夫さんは、「日頃からこの大会を目標に練習

を重ね、健康維持にも努めています。県内唯一の村で、小学生、中学

生、高校生、社会人が野球やバレーボールで活躍している東秩父。お

父さんチームも少し

でもお手本になれれ

ばと張り切っていま

す。これからもスポ

ーツを通じて、東秩

父をアピールできる

ようお互い頑張りま

しょう。」と話され

ていました。

落合敏男さん優勝！！
第28回春季村民ゴルフ大会
　第２８回春季村民ゴルフ大会が、６月１日に東

秩父村ゴルフ協会主催により小川カントリークラ

ブを会場に男子４９名、女子８名の５７名の参加

で盛大に開催されました。

　当日は初夏のさわやかな空気のなか、日頃から

鍛え抜かれた腕を

競い合いました。

大会は新ペリヤ方

式で実施され、優

勝は落合敏男さん、

準優勝は　田光郎

さん、第３位は梅

澤栄一さんでした。

なお、ベスグロも

落合敏男さんの

７５（３４・４１）

でした。

    子どものしあわせのために
●児童扶養手当制度
　父母の離婚、父の死亡などによって父と生計を同じくしていない

子どもや、父に一定の障害があり、その子どもを育てている方に支

給される手当です。申請を受け付けた翌月分から手当の対象となり

ます。手当の支給は子どもが18歳になった年の年度末（３月31日）

までです。また、一定の障害のある児童は２０歳になるまでです。

所得制限について

　資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請

する方やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務

者（申請者の直系血族、兄弟姉妹）の所得により、手当の支給に制

限があります。

●特別児童扶養手当制度
　精神または身体に一定の障害のある２０歳未満の子どもを育てて

いる方に支給される制度です。申請を受け付けた翌月分から手当の

対象になります。

所得制限について

　資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請

する方やその配偶者、および同居等生計を同じくしている扶養義務

者（申請者の直系血族、兄弟姉妹）の所得により、手当の支給が停

止になることがあります。　

住民福祉課　福祉担当　８２－１２２１ 

     国民年金免除制度
　国民年金の第１号被保険者で、保険料を納めるこ

とが困難な方には、申請して所得審査で承認された

場合、保険料が免除または猶予される制度がありま

す。

「保険料免除制度」
　所得に応じて「全額免除」・「４分の１納付」・

「半額納付」・「４分の３納付」の４段階の免除が

あります。役場国民年金担当窓口に申請し、年金事

務所で前年の所得などを審査して、承認を受けると

その期間の保険料の全額または一部の納付が免除に

なります。

「若年者納付猶予制度」
　30歳未満の方に限り利用できる制度です。役場国

民年金窓口に申請し、年金事務所で前年の所得など

を審査して承認を受けるとその期間の納付が猶予さ

れます。

　どちらの承認期間も７月から翌年６月までです。

申請される方は、年金手帳、印鑑、雇用保険被保険

者離職票、雇用保険受給資格証等を持参され、お早

めに手続きをしてください。

秩父年金事務所　 ０４９４－２７－６５６１

役場住民福祉課　 ８２－１２２１


